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五
、
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り
に

一
　
は
じ
め
に

　
あ
る
私
的
な
法
律
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
法
律
関
係
が
円
滑
に
継
続
し
て
い
る
間
は
と
も
か
く
、
一
旦
な
ん
ら
か
の
摩
擦
が
生
じ
る
と
、

そ
の
修
復
は
困
難
な
も
の
と
な
る
。
ま
し
て
、
渉
外
法
律
関
係
に
お
い
て
は
、
多
く
の
障
害
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の

摩
擦
が
修
復
さ
れ
ず
、
つ
い
に
は
法
的
な
紛
争
に
発
展
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
私
的
渉
外
法
律
関
係
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
に
な
さ
れ

る
訴
訟
で
は
、
各
国
に
お
け
る
手
続
の
相
異
の
ゆ
え
に
、
当
事
者
は
外
国
に
お
け
る
不
慣
れ
な
訴
訟
を
強
い
ら
れ
る
結
果
と
な
る
う
え
に
、



いわゆる外国仲裁判断の効力に関する試論的考察

下
さ
れ
た
判
決
の
承
認
及
び
執
行
の
点
で
も
、
多
く
の
難
し
さ
を
含
み
、
現
時
点
で
は
、
甚
だ
心
も
と
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
多
く
の
渉
外
取
引
に
お
い
て
は
、
現
在
の
紛
争
あ
る
い
は
将
来
起
こ
る
紛
争
を
解
決
し
又
は
予
防
す
る
手
段
と

し
て
、
訴
訟
と
は
異
な
っ
た
仲
裁
制
度
に
、
こ
れ
を
委
ね
よ
う
と
す
る
動
き
が
顕
著
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
各
国
の
商
工
会
議
所
な
ど
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

中
心
と
な
っ
て
整
備
し
つ
つ
あ
る
各
国
の
仲
裁
協
会
の
発
達
に
は
、
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
国
家
の
枠
組
み
を
越
え
た
こ
れ
ら
の
仲

裁
協
会
の
活
動
は
、
と
か
く
難
し
い
も
の
と
な
り
や
す
い
私
的
渉
外
法
律
関
係
の
紛
争
を
、
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
大
き
く
貢
献
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
又
、
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
の
整
備
の
立
ち
遅
れ
に
比
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

定
書
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
と
い
う
一
連
の
、
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
の
存
在
は
、
仲
裁
制
度

に
対
し
て
多
大
な
期
待
が
か
け
ら
れ
る
、
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
陽
の
社
会
的
要
因
に
対
し
て
、
我
国
に
お
い
て
は
、
国
内
で
な
さ
れ
る
仲
裁
制
度
そ
の
も
の
が
、
十
分
機
能

し
て
き
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
理
論
的
発
展
も
、
利
用
頻
度
の
低
さ
ゆ
え
に
、
十
分
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
点
が
、
少
な
か
ら
ず
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
意
識
か
ら
、
仲
裁
制
度
、
と
り
わ
け
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
制
度
の
若
干
の
考
察
を
、
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
仲
裁
制
度
の
諸
問
題
を
、
す
べ
て
網
羅
的
に
扱
う
に
は
、
そ
の
問
題
が
広
範
に
わ
た
り
す
ぎ
る
た
め
、
検
討
が
不

十
分
と
な
る
危
険
性
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
領
域
を
．
手
続
の
終
点
で
あ
る
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
、

殊
に
、
そ
の
効
力
の
問
題
に
限
定
す
る
。
そ
も
そ
も
、
手
続
と
は
、
一
定
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
連
鎖
で
あ
り
、
個
々
の
行
為
は
、

そ
の
手
続
の
終
点
た
る
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
、
初
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
制
度
の
考
察
の
手
は
じ
め
と
し
て
、

仲
裁
手
続
の
終
点
た
る
仲
裁
判
断
に
、
議
論
の
焦
点
を
据
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
　
従
来
の
考
え
方

（
1
）
　
通
説

　
民
事
訴
訟
法
に
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
事
を
理
由
に
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
に
対
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
八
編
の
規
定
の
直
接
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

適
用
は
な
い
と
、
考
え
る
の
が
、
通
説
で
あ
る
。

　
通
説
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
、
私
法
上
の
契
約
に
類
似
し
た
仲
裁
契
約
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
た
、
私
的
な
裁
判
と
も
言
う
べ
き
仲
裁

判
断
は
、
訴
訟
地
の
手
続
法
に
服
せ
し
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
一
般
の
債
権
的
行
為
と
同
様
に
、
我
国
の
指
定
す
る
準
拠
法
の
下
で
、

そ
の
有
効
性
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
外
国
仲
裁
判
断
の
効
力
を
認
め
る
た
め
に
は
、
当
該
仲
裁
判
断
が
、
そ
の
準
拠
法
上
、

有
効
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
仲
裁
判
断
に
取
消
原
因
が
あ
る
か
否
か
は
、
ま
さ
に
仲
裁
判

断
の
成
立
、
効
力
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
判
断
の
執
行
を
求
め
ら
れ
た
国
の
法
律
で
は
な
く
、
そ
の
仲
裁
判
断
の
準
拠
法

に
て
ら
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
通
説
を
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
の
段
階
と
、
執
行
の
段
階
に
わ
け
て
検
討
し
て
み
る
と
、
論
者
に
よ
っ
て
、
若

干
の
相
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
承
認
の
間
題
と
は
、
既
判
力
の
付
与
の
段
階
の
問
題
で
あ
り
、
執
行
の
問
題
と
は
、
執
行
判
決
手

続
の
段
階
の
間
題
の
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
、
外
国
判
決
に
つ
い
て
．
承
認
と
執
行
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
執
行
判
決
に
関

す
る
規
定
し
か
持
た
な
か
っ
た
民
事
訴
訟
法
が
、
こ
れ
を
承
認
す
る
た
め
の
要
件
を
、
新
た
に
設
け
た
よ
う
に
（
大
正
一
五
年
の
改
正
）
、
承

認
す
る
こ
と
と
、
執
行
を
許
す
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
単
な
る
概
念
的
な
問
題
と
し
て
、
両
者
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
取
扱
い
の
た
め
に
は
、
仲
裁
判
断
に
関
し
て
も
、
こ
の
区
別
が
、
明
確
に
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
三
条
に
は
、
「
各
締
約
国
は
、
次
ぎ
の
諸
条
に
定
め
る
条
件
の
下
に
、
仲
裁
判
断
を
拘

束
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
承
認
し
、
か
つ
、
そ
の
判
断
が
援
用
さ
れ
る
領
域
の
手
続
規
則
に
従
っ
て
執
行
す
る
も
の
と
す
る
…
…
」
と
定
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（
6
）

め
ら
れ
て
お
り
、
承
認
の
要
件
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
定
め
ら
れ
る
（
同
条
約
四
条
以
下
）
要
件
に
よ
り
、
執
行
の
手
続
は
、
各
国
の

手
続
規
則
に
よ
る
と
い
う
よ
う
に
、
両
者
は
そ
の
取
扱
い
の
上
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
右
の
よ
う
な
区
別
を
前
提
に
、

意
識
的
に
両
者
を
区
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
通
説
の
な
か
に
は
、
右
の
よ
う
に
承
認
が
執
行
と
独
立
し
て
な
さ
れ
る
と
考
え
る
所
説
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
右
に
掲
げ
た
要
件
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

満
た
せ
ば
、
仲
裁
判
断
は
執
行
判
決
を
経
ず
に
、
既
判
力
を
認
め
ら
れ
る
結
果
、
他
の
訴
訟
の
先
決
関
係
の
基
準
と
も
な
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

他
方
で
、
通
説
の
な
か
に
は
、
執
行
判
決
手
続
を
経
て
、
初
め
て
既
判
力
も
付
与
さ
れ
る
と
考
え
る
所
説
も
あ
る
。
後
説
に
よ
る
と
、
執

行
判
決
以
前
に
は
、
仲
裁
判
断
は
基
準
性
を
持
た
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
後
説
で
は
執
行
判
決
手
続
が
、
承
認
手
続
を
も
兼
ね
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
前
説
に
従
え
ば
、
既
判
力
の
発
生
自
体
は
、
民
事
訴
訟
法
に
は
よ
ら
な
い
に
し
て
も
、
執
行
判
決
手
続
以
前
に
．

我
国
に
お
い
て
既
判
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
結
果
、
我
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
仲
裁
判
断
と
し
て
、
「
仲
裁
判
断
二
因
リ
為
ス
強
制

執
行
ハ
執
行
判
決
ヲ
以
テ
其
許
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
言
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
す
る
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
一
項
が
、

直
接
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
説
で
は
、
執
行
判
決
手
続
が
、
承
認
手
続
を
も
兼
ね
る
の
で
、
執
行
判
決
以
前
に
は
、
我
国
に

お
い
て
、
有
効
な
仲
裁
判
断
と
評
価
し
て
よ
い
か
否
か
は
、
未
だ
明
ら
か
と
は
言
え
ず
、
執
行
に
つ
い
て
も
、
直
接
に
こ
の
規
定
を
適
用

す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
本
来
な
ら
外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
を
許
す
た
め
の
、
特
別
な
手
続
規
定
が
必
要
で
は
あ
る
が
、

我
国
に
は
、
そ
の
明
文
の
規
定
が
な
い
。
と
は
い
え
、
国
際
的
な
条
理
か
ら
み
て
、
何
等
か
の
方
法
に
よ
り
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
こ

の
執
行
を
許
す
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
方
法
と
し
て
、
内
国
の
手
続
規
定
が
類
推
さ
れ
る
方
法
が
、
と
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
両
者

の
立
場
の
相
異
は
、
執
行
判
決
手
続
の
条
文
根
拠
に
つ
い
て
の
相
異
に
つ
な
が
る
．
こ
の
相
異
は
、
両
者
を
一
概
に
、
一
つ
の
説
と
し
て

く
く
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
と
は
い
え
、
多
く
の
論
者
は
、
承
認
手
続
を
執
行
判
決
手
続
に
含
ま
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
の
で
、
以
下

に
は
、
一
般
に
通
説
と
考
え
ら
れ
て
い
る
所
説
の
う
ち
、
特
に
承
認
を
執
行
手
続
内
で
行
う
と
す
る
所
説
を
、
通
説
と
し
て
扱
う
こ
と
に

す
る
．
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（
2
）
　
判
例

　
我
国
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
を
扱
っ
た
判
決
の
数
は
、
ご
く
僅
か
で
あ
る
．
最
近
の
唯
一
の
例
外
を
除

け
ば
、
一
貫
し
て
、
外
国
仲
裁
判
断
に
も
、
民
事
訴
訟
法
の
適
用
な
い
し
は
準
用
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
貫
し
て
い
る
と
さ
れ
る
、
こ
の
従
来
の
判
例
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

イ
、
大
審
院
大
正
七
年
四
月
一
五
日
判
決
（
民
録
二
四
輯
八
六
五
頁
）

　
ド
イ
ッ
人
と
英
国
人
と
の
間
で
、
仲
裁
の
準
拠
法
を
英
国
法
と
す
る
合
意
の
も
と
で
、
我
国
の
神
戸
で
為
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
行
が

求
め
ら
れ
た
事
例
で
は
、
民
事
訴
訟
法
が
、
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
、
何
等
の
疑
い
も
挟
ま
れ
て
い
な
い
。
判
旨
は
、
「
…
…
民
事
訴

訟
法
第
七
八
六
条
以
下
二
規
定
セ
ル
仲
裁
契
約
ハ
仲
裁
人
ヲ
シ
テ
民
事
上
ノ
争
訟
ヲ
判
断
セ
シ
ム
ル
合
意
ニ
シ
テ
其
結
果
当
事
者
ハ
妨
訴

抗
弁
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
リ
又
此
契
約
二
基
キ
テ
為
サ
レ
タ
ル
仲
裁
判
断
ハ
確
定
判
決
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
カ
故
二
斯
ル
契
約
ハ

民
事
訴
訟
法
上
ノ
契
約
ニ
シ
テ
実
体
法
上
ノ
契
約
ニ
ア
ラ
ス
…
…
」
と
判
示
し
て
、
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用
の
論
拠
と
し
た
。
も
と
も

と
、
一
部
の
通
説
が
民
事
訴
訟
法
を
直
接
適
用
せ
ず
、
当
該
仲
裁
の
準
拠
法
の
下
で
有
効
に
成
立
す
る
か
否
か
に
よ
り
そ
の
効
力
を
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
理
由
は
、
当
該
仲
裁
の
仲
裁
契
約
が
、
訴
訟
契
約
に
対
置
さ
れ
る
、
い
わ
ば
、
私
法
契
約
（
な
い
し
は
、
準
私
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

契
約
）
と
し
て
、
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
判
旨
と
通
説
の
差
異
は
、
こ
の
仲
裁
契
約
の
評
価
の
差
異
に
由
来
し
て
い
る
と
も
い

え
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
相
異
が
、
総
て
の
外
国
仲
裁
の
取
扱
い
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
未
だ
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
。

と
い
う
の
は
、
判
旨
が
果
た
し
て
本
件
仲
裁
を
、
外
国
仲
裁
と
し
て
把
握
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
．
一
般

に
、
外
国
仲
裁
か
否
か
は
、
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
旨
は
、
本
件
で
仲
裁
手
続
の
準
拠
法
を
定
め
た
点

に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
そ
の
意
思
に
基
づ
い
て
、
手
続
を
定
め
う
る
事
を
理
由
に
、
英
国
の
仲
裁
手
続
を
指
定
し
た
も
の
と
解
し
て
、

手
続
の
準
拠
法
が
外
国
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
と
、
仲
裁
手
続
の
準
拠
法
は
、
分
離
で
ぎ
る
た
め
、
本
件
仲
裁
を
短

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

絡
的
に
外
国
仲
裁
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
、
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
、
み
う
け
ら
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
判
旨
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は
当
該
仲
裁
を
、
外
国
仲
裁
と
把
握
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
件
仲
裁
は
い
わ
ゆ
る
内
国
仲
裁
と
し

て
、
民
事
訴
訟
法
が
適
用
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
と
い
う
理
解
の
下
に
、
下
さ
れ
た
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
判
旨
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ら
、
外
国
仲
裁
に
関
す
る
法
理
の
何
が
し
か
を
、
抽
出
す
る
試
み
に
は
無
理
が
あ
る
。

ロ
、
東
京
地
裁
昭
和
三
四
年
八
月
二
〇
日
判
決
（
下
民
集
一
〇
巻
八
号
一
七
一
一
頁
）

　
イ
タ
リ
ヤ
会
社
と
日
本
会
社
と
の
間
の
、
船
舶
の
売
買
の
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
が
、
ロ
ソ
ド
ン
で
な
さ
れ
、
こ
の
仲
裁
判
断
に
基
づ
き

我
国
に
執
行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
事
例
で
、
判
旨
は
、
本
件
の
・
ン
ド
ン
仲
裁
判
断
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
の
適
用
を
受
け
る
た
め
、
執

行
判
決
の
た
め
の
要
件
は
、
民
事
訴
訟
法
八
〇
一
条
（
取
消
事
由
）
．
八
〇
二
条
二
項
（
執
行
判
決
の
要
件
〉
に
よ
ら
ず
、
こ
の
条
約
の
掲
げ

る
要
件
に
よ
る
と
判
示
し
た
。
本
件
で
の
主
要
な
争
点
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
一
条
の
「
…
…
仲
裁
判
断
が
援
用
さ
れ
た
領
域
の
手
続
規

定
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
い
う
規
定
は
．
外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
に
関
す
る
特
別
の
規
定
を
持
た
な
い
我
国
に
お
い
て

は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
．
特
に
、
本
稿
と
の
関
係
の
あ
る
点
で
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
は
．

外
国
仲
裁
に
つ
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
執
行
判
決
が
な
さ
れ
得
る
と
い
う
点
と
、
執
行
判
決
を
許
す
か
否

か
に
つ
い
て
の
要
件
は
、
国
際
的
な
条
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
で
は
な
く
、
こ
の
条
約
の
方
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う

点
の
二
点
で
あ
ろ
う
。

ハ
、
東
京
地
裁
昭
和
三
四
年
一
〇
月
二
三
日
判
決
（
下
民
集
一
〇
巻
一
〇
号
壬
…
二
頁
V

　
米
国
法
人
と
日
本
法
人
と
の
間
の
傭
船
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
！
ヨ
ー
ク
で
下
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
行
判
決
が
求
め

ら
れ
た
事
例
で
、
当
事
者
の
争
い
が
、
当
該
仲
裁
判
断
が
当
事
者
双
方
に
支
払
い
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
差
引
額
の
み
の
、
執

行
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
る
か
否
か
に
、
終
始
し
た
た
め
、
本
判
決
は
、
執
行
判
決
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、

こ
の
差
額
の
み
を
主
文
に
掲
げ
る
執
行
判
決
を
下
し
た
。
従
っ
て
、
執
行
判
決
の
要
件
、
承
認
の
要
件
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
は
、
考

え
に
く
い
。
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二
、
大
阪
地
裁
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
七
日
判
決
（
海
事
判
例
六
巻
五
号
一
一
八
頁
）

　
ニ
ュ
ー
ヨ
1
ク
法
人
と
日
本
会
社
と
の
間
で
缶
詰
の
売
買
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
き
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執

行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
事
例
で
、
当
事
者
の
自
主
的
解
決
の
手
段
を
承
認
す
べ
ぎ
理
由
は
、
内
国
、
外
国
の
仲
裁
判
断
で
異
な
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
．
外
国
仲
裁
判
断
に
も
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
一
項
（
仲
裁
判
断
の
強
制
執
行
は
執
行
判
決
に
よ
る
旨
を
定
め
る
）
の
適
用
が
あ

る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
旨
は
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
要
件
と
し
て
は
、
本
来
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
二
項
、
八
〇
一
条

（
取
消
の
訴
に
関
す
る
規
定
）
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
日
米
友
好
通
商
航
海
条
約
が
、
民
事
訴
訟
法
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る

と
判
示
し
て
い
る
。
判
旨
は
、
（
・
）
事
件
と
同
様
、
条
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
に
優
先
し
て
条
約
が
適
用
さ
れ
る
旨

を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
、
承
認
が
、
内
外
を
問
わ
ず
、
同
様
の
理
由
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
点
で
も
、
注
目
に
値
す

る
。ホ

、
大
阪
地
裁
昭
和
五
八
年
四
月
二
二
日
判
決
（
判
例
時
報
一
〇
九
〇
号
一
四
六
頁
）

　
英
国
法
人
と
、
日
本
法
人
と
の
間
の
傭
船
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
き
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
行
判
決
が
求
め

ら
れ
た
事
例
で
、
当
該
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
三
条
に
よ
り
、
執
行
判
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
要
件
は
、

も
っ
ば
ら
同
条
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
（
四
条
、
五
条
、
六
条
V
に
よ
る
と
判
示
し
た
。
本
判
決
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
つ
い
て
も
、
国

内
法
規
に
優
先
し
て
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
方
針
が
妥
当
す
る
旨
を
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

38

　
以
上
総
合
す
る
に
、
判
例
は
、
基
本
的
に
二
つ
の
立
場
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
は
、
国
際
的
な
条
約
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
承
認
・
執
行
を
考
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
限
り
、

民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
を
適
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
執
行
判
決
手
続
に
承
認
手
続
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
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（
3
）
有
力
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
最
近
、
従
来
の
通
説
と
判
例
の
相
異
を
分
析
し
、
両
者
の
合
理
的
な
接
合
点
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
所
説
が
あ
る
。
所
説
は
、
従
来
の

通
説
の
考
え
方
を
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
を
規
定
す
る
明
文
の
実
定
法
規
は
存
在
し
な
い
た
め
、
条
理
に
よ
っ
て
解
決
せ
ざ
る

を
得
ず
、
こ
の
条
理
の
内
容
と
し
て
、
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
上
有
効
で
あ
る
こ
と
、
我
国
の
公
序
に
反
し
な
い
こ
と
、
仲
裁
手
続
に
お
い

て
当
事
者
が
審
尋
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
適
法
に
代
理
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
、
承
認
・
執
行
の
要
件
と
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
一
方
、

判
例
に
関
し
て
は
、
条
約
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
な
い
し
八
〇
二
条
を
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
．
執
行
に

つ
い
て
も
準
用
し
、
国
際
条
約
、
二
国
間
条
約
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
も
っ
ば
ら
そ
の
条
約
に
よ
る
と
の
考
え
を
と
っ
て
い
る
と
、
理

解
し
て
い
る
。

　
所
説
は
、
判
例
と
通
説
の
対
立
を
．
「
理
論
的
に
鋭
い
対
立
」
と
し
な
が
ら
も
、
ま
ず
第
一
に
、
両
者
の
対
立
す
る
場
合
が
、
現
在
で

は
か
な
り
稀
な
現
象
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
両
者
の
対
立
は
、
理
論
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
取
扱
い
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

大
差
が
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
、
こ
の
対
立
が
、
実
益
の
あ
る
議
論
と
は
言
い
難
い
と
結
論
す
る
．

　
第
一
の
指
摘
で
あ
る
、
両
者
が
対
立
す
る
場
面
が
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
し
て
、
論
者
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
な
鋭
い
理
論
上
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
国
間
の
条
約
と
、
対
ア
メ
リ
カ
を
は

じ
め
と
す
る
通
商
条
約
な
ど
の
二
国
間
条
約
の
存
在
に
よ
り
、
多
く
の
場
合
に
は
、
条
約
に
定
め
ら
れ
た
要
件
に
よ
り
処
理
さ
れ
、
こ
の

点
で
の
両
者
の
対
立
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
民
事
訴
訟
法
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
外
国
仲
裁
に
適
用
さ
れ
る
条
約
が
存

在
し
な
い
と
き
の
み
で
あ
り
、
そ
の
例
は
局
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
指
摘
で
あ
る
、
両
者
の
対
立
は
実
際
の
取
扱
に
は
大
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
両
者
の
定
立
す
る
承
認
．
執
行
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

件
は
、
ほ
ぽ
同
一
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
説
に
よ
れ
ば
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
な
い
し
八
〇
二
条
を
準
用
し

た
場
合
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
の
要
件
と
し
て
は
、
八
〇
一
条
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
通
説
が
、
要
件
と
し
て
挙
げ
る
、
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（
イ
）
「
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
上
、
仲
裁
契
約
が
有
効
で
無
い
場
合
」
は
、
八
〇
一
条
第
一
号
の
「
仲
裁
契
約
ヲ
許
ス
可
カ
ラ
サ
リ
シ
ト

キ
」
に
あ
た
る
し
、
（
・
）
「
我
国
の
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
場
合
」
は
、
同
条
第
二
号
「
仲
裁
判
断
力
法
律
上
禁
止
ノ
行
為
ヲ
為
ス
可
キ

旨
ヲ
当
事
者
二
言
渡
シ
タ
ル
ト
キ
」
、
同
条
第
六
号
の
「
第
四
二
〇
条
第
四
号
乃
至
第
八
号
ノ
場
合
二
於
テ
再
審
ノ
訴
ヲ
許
ス
条
件
ノ
存

ス
ル
ト
キ
」
に
ほ
ぼ
一
致
し
、
（
ハ
）
「
当
事
者
が
審
尋
さ
れ
、
か
つ
、
適
法
に
代
理
さ
れ
た
こ
と
」
と
、
同
条
第
三
号
、
第
四
号
と
は
、

同
一
に
な
り
、
殆
ん
ど
通
説
の
要
件
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
尚
、
同
条
第
五
号
の
「
仲
裁
判
断
二
理
由
ヲ
付
セ
サ
リ
シ
ト
キ
」
と

い
う
民
事
訴
訟
法
に
固
有
の
要
件
は
、
同
条
二
項
に
よ
っ
て
．
当
事
者
が
理
由
を
付
さ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
、
別
段
の
合
意
を
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
執
行
要
件
か
ら
は
ず
れ
る
た
め
に
問
題
に
な
ら
な
い
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
対
立
点
と
思
わ
れ
る
諸
点
を
．
詳
細
に
分
析
し
た
う
え
で
、
両
者
の
接
合
可
能
性
を
指
摘
し
、
通
説
の
基
礎
と

な
る
条
理
と
い
う
も
の
が
、
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
点
、
民
事
訴
訟
法
を
準
用
し
て
も
、
通
説
と
同
様
の
解
釈
が
得
ら
れ
る
点
、
準
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

よ
り
、
公
序
な
ど
の
概
念
が
明
確
化
さ
れ
る
点
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
所
説
は
、
民
事
訴
訟
法
の
準
用
を
結
論
し
て
い
る
．
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三
、
学
説
の
疑
問
点

（
1
）
　
民
事
訴
訟
法
が
内
外
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
の
解
釈

　
か
つ
て
指
摘
し
た
通
り
、
我
国
の
外
国
判
決
の
承
認
制
度
は
、
外
国
判
決
に
も
可
能
な
限
り
、
我
国
の
判
決
と
同
様
の
効
力
を
与
え
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

う
と
い
う
姿
勢
を
、
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
超
国
家
的
と
も
言
え
る
姿
勢
は
、
主
権
国
家
を
前
提
と

す
る
現
段
階
で
は
、
来
る
べ
き
時
代
に
向
け
て
、
先
導
的
な
意
味
を
持
つ
と
は
い
え
、
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
も
否
め

な
い
。
学
説
は
、
こ
の
現
状
と
、
制
度
の
姿
勢
と
の
溝
を
埋
め
る
べ
く
そ
の
運
営
に
苦
慮
し
て
い
る
と
い
う
点
も
、
か
つ
て
み
た
と
こ
ろ

　
（
1
8
）

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
我
国
の
外
国
判
決
の
承
認
制
度
が
極
め
て
先
導
的
で
す
ら
あ
る
と
い
う
点
は
、
そ
こ
に
．
我
国
の
民
事
訴
訟
法
が
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指
向
す
る
渉
外
私
法
社
会
に
お
け
る
、
国
家
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
い
だ
し
う
る
と
い
う
意
味
で
、
注
目
に
値
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
て
、
訴
訟
と
と
も
に
、
こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、
私
的
な
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
仲
裁
を
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
民
事
訴
訟
制

度
の
、
制
度
全
体
の
一
貫
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
外
国
判
決
の
承
認
制
度
と
同
様
の
意
識
が
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
に

も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
が
、
外
国
仲
裁
の
規
定
を
あ
え
て
置
か
ず
に
、
単
に
仲
裁

と
し
て
の
規
定
を
置
く
に
と
ど
め
た
の
は
、
こ
の
内
外
の
区
別
を
せ
ず
、
仲
裁
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
内
国
仲
裁
と
外
国
仲
裁
と
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

異
な
っ
た
取
扱
を
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
も
、
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
仲
裁
手
続
を
定
め
る
我
国
の
民
事
訴
訟
法
第
八
編
七
八
六
条
以
下
に
は
、
外
国
仲
裁
に
関
す
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
外
国
仲
裁
に

関
す
る
特
別
の
規
定
を
置
く
他
国
の
立
法
例
と
比
較
し
て
、
こ
れ
を
立
ち
遅
れ
と
評
し
、
条
文
の
整
備
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
学
説
は
、
民
事
訴
訟
法
を
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
の
、
直
接
の
条

文
根
拠
と
し
て
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
条
理
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
方
法
を
採
る
（
但
し
、
内
国
仲
裁
判
断
と
同
じ
く
、
執
行
の
た
め
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
執
行
判
決
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
疑
わ
れ
て
い
な
い
）
。

　
確
か
に
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
立
法
以
来
殆
ど
全
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
、
改
正
の
無
か
っ
た
こ
と
も
事
実

　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
（
2
3
）
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
（
2
5
）

で
あ
り
、
仲
裁
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
よ
り
、
英
国
．
米
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ッ
の
諸
国
が
、
そ
の
内
国
仲
裁
法
規
を
充
実
さ

せ
て
い
っ
た
こ
と
と
も
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
の
学
説
が
、
こ
と
さ
ら
に
内
外
の
仲
裁
を
区
別
し
（
実
は
こ
の
区
別
自
体

に
大
き
な
疑
問
が
あ
る
が
．
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
）
、
一
方
は
、
民
事
訴
訟
法
に
服
せ
し
め
、
他
方
は
こ
れ
か
ら
除
外
し
う
る
と
い
う
の

は
、
条
文
に
忠
実
な
解
釈
と
は
言
い
が
た
い
。
も
し
、
外
国
仲
裁
判
断
に
、
民
事
訴
訟
法
を
直
接
適
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、
何
等
か
の
弊

害
が
生
じ
る
の
な
ら
ば
、
両
者
を
別
個
に
取
扱
う
必
要
性
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
弊
害
が
、
実
際
に
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
、
十
分
な
検
討
も
な
し
に
、
直
接
適
用
を
否
定
す
る
の
は
、
早
計
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
多
く
の
国
々
で
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ら
れ
つ
つ
あ
る
基
本
的
な
方
向
は
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
を
、
い
わ
ゆ
る
内
国
仲
裁
と
同
列
に
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
困
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難
が
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
を
区
別
し
な
い
我
国
の
方
法
が
、
他
国
に
比
較
し
て
そ
れ
ほ
ど
劣
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

接
適
用
の
可
能
性
を
無
視
す
る
通
説
の
立
場
に
は
、
賛
同
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。

こ
の
意
味
で
、
直

（
2
）
　
仲
裁
判
断
の
承
認
の
二
重
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
通
説
は
、
当
該
仲
裁
の
準
拠
法
に
て
ら
し
て
、
そ
れ
が
有
効
に
成
立
す
る
こ
と
を
、
承
認
の
一
要
件
と
す
る
。
し
か
し
、
我
国
で
は
特

に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
仲
裁
方
法
に
よ
っ
た
仲
裁
が
、
当
該
準
拠
法
に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
我
国
で
承
認
さ
れ
な
い

と
い
う
の
で
は
、
余
り
に
も
奇
異
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
準
拠
法
に
て
ら
し
て
、
有
効
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
非
常
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

一
般
に
は
、
手
続
の
準
拠
法
が
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
実
体
の
準
拠
法
に
関
し
て
も
、
考
慮
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
考
え
か
た
も
、
無
い
訳
で
は
な
い
。

　
ま
ず
、
従
来
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
実
体
と
手
続
の
区
別
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

た
と
え
、
何
等
か
の
基
準
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
保
証
は
な
い
か
ら
、
A
国
に
お
け
る
、
実
体
と
手
続
の

区
別
と
B
国
の
そ
れ
と
が
、
別
個
な
も
の
に
な
る
危
険
性
が
十
分
に
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
い
ず
れ
の
地
の
基
準
を
是
と
し
て
、
い
ず
れ

の
準
拠
法
（
実
体
か
手
続
か
）
に
よ
る
判
断
を
採
用
し
て
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
そ
の
判
断
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

不
可
能
だ
か
ら
で
は
な
く
、
も
と
も
と
、
そ
う
い
う
問
い
か
け
自
体
が
、
無
意
味
な
も
の
だ
か
ら
に
、
外
な
ら
な
い
。
実
体
の
準
拠
法
と

の
関
係
で
有
効
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
当
該
仲
裁
判
断
の
、
実
体
判
断
の
根
拠
と
な
る
準
拠
法
が
我
国
の
考
え
る
そ
れ
と
、
同
一

で
あ
る
か
否
か
を
、
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
体
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
二
重
の
判
断
を
す
る
こ
と
で
、
事
実
関
係
の
存
否
の

判
断
以
外
の
場
面
で
．
す
な
わ
ち
法
の
適
用
の
面
で
、
介
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
重
要
な
部
分
で
、
仲
裁
判
断
の
効
力
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

め
な
い
の
も
同
然
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
種
の
介
入
は
、
い
わ
ゆ
る
友
誼
的
仲
裁
の
許
容
を
、
完
全
に
否
定
す
る
の
と
、
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
外
属
仲
裁
判
断
の
効
力
を
、
出
来
る
限
り
認
め
よ
う
と
す
る
諸
外
国
の
傾
向
に
、
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
賛
成
で
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き
な
い
。
ま
た
、
手
続
の
準
拠
法
の
審
査
も
、
か
つ
て
、
外
国
判
決
の
承
認
の
要
件
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
．
排
斥
さ
れ
た
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

わ
ゆ
る
手
続
規
則
の
規
則
適
合
性
の
問
題
と
同
一
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
は
、
疑
間
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
3
）
　
仲
裁
の
外
国
性
の
判
断

　
仲
裁
を
内
国
仲
裁
と
外
国
仲
裁
に
分
別
す
る
基
準
に
つ
い
て
も
、
疑
間
が
あ
る
。
あ
る
仲
裁
が
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
で
あ
る
と
評
価

す
る
基
準
と
し
て
は
、
「
当
事
者
の
国
籍
」
、
「
仲
裁
人
の
国
籍
」
、
「
仲
裁
地
」
、
「
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
」
、
「
仲
裁
手
続
の
準
拠
法
」
な
ど

　
　
　
　
　
（
34
）

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
仲
裁
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
当
事
者
の
国
籍
が
、
い
ず
れ
も
外
国
で
あ
っ
た
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
と
評
価
す
る
学
説
は
、
現
在
の
我
国
に
は
な
い
。
仲
裁
人
の
国
籍
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
我
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
は
な
い
議
論
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
あ
り
え
な
い
訳
で
は
な
い
．
我
国
の
、
多
く
の
学
説
は
．
仲
裁
地
ま
た
は
仲
裁
手
続
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
37
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

直
接
評
価
の
基
準
と
な
る
と
考
え
る
か
（
い
わ
ゆ
る
手
続
地
説
）
、
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
に
ょ
る
か
（
い
わ
ゆ
る
準
拠
法
説
）
の
い
ず
れ
か
の
立

場
に
た
つ
．
両
者
の
差
異
は
、
仲
裁
判
断
の
性
質
を
「
判
決
」
と
理
解
す
る
か
（
手
続
説
）
、
「
契
約
」
と
理
解
す
る
か
の
相
異
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
評
価
の
基
準
も
．
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
、
外
国
仲
裁
か
否
か
と
い
う
点
に
関

す
る
判
断
基
準
の
錯
綜
は
、
単
に
そ
の
決
定
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
の
種
の
問
い
が
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
、
明

ら
か
に
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
元
来
、
仲
裁
と
は
、
い
わ
ば
国
家
の
判
断
権
か
ら
離
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
常
は
、
す
く
な
く
と
も
私
法
関
係
に
関
す
る
限
り
、
し

か
る
べ
き
手
続
に
基
づ
き
、
し
か
る
べ
き
判
断
が
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
の
判
断
は
、
し
か
る
べ
き
方
法
で
、
国
家
の
責
任
の
下
で
、

実
現
さ
れ
る
と
い
う
一
連
の
制
度
が
、
訴
訟
と
し
て
．
国
家
に
よ
っ
て
設
営
さ
れ
て
い
る
。
仲
裁
は
、
単
に
、
こ
の
訴
訟
制
度
か
ら
の
離

脱
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
国
家
の
主
権
に
基
づ
く
紛
争
解
決
制
度
か
ら
の
離
脱
を
も
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

お
よ
そ
仲
裁
と
は
、
超
国
家
的
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
超
国
家
的
な
仲
裁
に
、
内
国
と
外
国
の
匿
別
な
ど
、
本
来
あ
り
え
よ
う
は
ず
は
な
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い
。
も
と
よ
り
細
目
の
点
で
は
、
考
慮
す
べ
き
事
情
も
全
く
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
れ
と
て
も
、
両
者
の
間
に
埋
め
る
こ
と
の

で
き
な
い
懸
隔
を
、
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
が
、
こ
と
さ
ら
に
両
者
を
区
別
し
て
い
な
い
と
し
て
、

法
の
不
備
を
非
難
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。

（
4
）
　
適
用
す
る
こ
と
の
意
味
（
準
用
と
の
本
質
的
な
相
異
）

　
従
来
の
判
例
の
立
場
と
通
説
と
を
、
承
認
の
要
件
に
大
き
な
差
異
の
無
い
こ
と
を
理
由
に
、
接
合
し
、
民
事
訴
訟
法
の
準
用
を
解
釈
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

と
し
て
採
用
す
る
所
説
が
、
最
近
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
所
説
の
主
張
は
、
あ
く
ま
で
も
民
事
訴
訟
法

　
ヤ
　
　
ヤ

の
準
用
で
あ
る
。
こ
の
準
用
を
主
張
す
る
こ
と
と
、
直
接
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
の
差
異
は
、
単
な
る
用
語
の
間
題
で
は
な
い
。
も
と
も

と
、
準
用
は
、
一
旦
、
内
国
の
仲
裁
判
断
と
外
国
の
仲
裁
判
断
を
区
別
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
、
類
似
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
事
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

っ
て
の
み
許
さ
れ
る
。
一
方
、
直
接
適
用
は
、
い
わ
ば
、
仲
裁
に
つ
い
て
内
外
の
区
別
を
し
な
い
事
を
前
提
に
す
る
。
こ
の
区
別
が
、
不

可
能
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
無
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
同
様
に
仲
裁
判
断
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
と
は
い
え
、
ど
の
よ
う
な
点
で
内
外
の
仲
裁
判
断
が
類
似
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
る
の
か
は
、
未
だ
明
ら
か
で
は

な
い
。
そ
の
上
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
内
外
の
仲
裁
判
断
の
取
扱
い
の
異
同
も
明
ら
か
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
準
用
を

主
張
す
る
所
説
が
、
実
際
上
の
要
件
が
概
ね
合
致
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
接
合
し
よ
う
と
し
た
通
説
と
従
来
の
判
例
の
立
場
は
、
そ
の
取

扱
い
の
点
で
、
大
き
く
異
な
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
（
挙
証
責
任
に
関
し
て
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
後
述
）
．
所
説
の
よ
う
に
、
要
件
が

概
ね
一
致
す
る
こ
と
だ
け
を
理
由
に
、
準
用
に
よ
っ
て
両
者
を
接
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
結
論
に
は
首
肯
し
が
た
い
。
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（
5
）
　
債
務
名
義
と
の
関
係

民
事
執
行
法
の
二
二
条
六
号
に
は
、

債
務
名
義
の
一
つ
と
し
て
、
「
確
定
し
た
執
行
判
決
の
あ
る
外
国
裁
判
所
の
判
決
又
は
仲
裁
判
断
」
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（
犯
）

が
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
．
こ
こ
に
い
う
執
行
判
決
の
あ
る
仲
裁
判
断
と
は
、
基
本
的
に
は
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
に
基
づ
く
そ
れ
を
指
す
。

本
条
で
、
判
決
に
関
し
て
は
明
瞭
に
「
外
国
裁
判
所
の
」
と
断
り
な
が
ら
、
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
は
内
外
の
区
別
に
触
れ
な
か
っ
た
理
由

と
し
て
は
、
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
し
か
な
い
。
そ
の
一
は
、
あ
え
て
外
国
仲
裁
判
断
を
除
外
す
る
こ
と
で
、
外
国
仲
裁
の
執
行
を
制
度

と
し
て
拒
否
す
る
意
図
を
も
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
両
者
の
区
別
を
最
初
か
ら
設
け
る
意
図
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

仲
裁
は
、
民
事
執
行
法
の
二
二
条
六
号
に
い
わ
ゆ
る
仲
裁
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
帰
趨
は
、
い
わ
ゆ
る
外
国

仲
裁
判
断
に
関
し
て
、
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用
が
許
さ
れ
る
か
否
か
の
議
論
の
結
論
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
決
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
通
説
は
、
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用
の
方
法
を
否
定
し
て
、
独
自
の
要
件
に
基
づ
く
承
認
・
執
行
を
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
通
説
の
立
場
に
た
つ
と
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
確
定
し
た
執
行
判
決
の
あ
る
仲
裁
判
断
」
に
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断

を
含
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
民
事
執
行
法
の
規
定
す
る
債
務
名
義
に
該
た
ら
な
い
た
め
、
同
法
に
基
づ
く
執
行
を
な
す
こ
と
は
不
可
能

　
（
4
4
）

に
な
る
。
従
っ
て
、
執
行
法
に
よ
ら
な
い
執
行
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
通
説
に
は
、
疑
間
を
持
た

ざ
る
を
え
な
い
。

四
、
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用

　
右
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
第
八
編
仲
裁
の
規
定
を
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
に
も
、
直
接
に
適
用
す
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
る

と
し
た
場
合
に
、
そ
の
取
扱
い
の
実
態
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
を
、
若
干
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
1
）
　
承
認

（
イ
）
　
自
動
承
認

　
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
は
、
「
仲
裁
判
断
ハ
当
事
者
澗
二
於
テ
確
定
シ
タ
ル
裁
判
所
ノ
判
決
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ど
と
規
定
し
た
後
、
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ご
れ
を
取
消
す
訴
0
規
定
で
あ
る
八
〇
一
条
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
履
序
は
．
明
ら
か
に
．
仲
裁
判
断
が
八
○
○
条
に
よ
り
効
力

を
付
与
さ
れ
（
い
わ
ゆ
る
承
認
）
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
取
消
が
問
題
と
な
る
と
い
う
発
想
を
、
表
明
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

そ
の
意
味
で
、
仲
裁
判
断
の
承
認
は
、
通
説
の
考
え
る
よ
う
に
、
取
消
原
因
の
不
存
在
を
前
提
に
為
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ぽ
、
自

動
的
に
承
認
さ
れ
る
と
、
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
八
〇
一
条
一
項
に
は
「
仲
裁
判
断
ノ
取
消
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
之
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト
得
…
…
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
仲
裁

判
断
が
、
民
事
訴
訟
法
上
何
等
の
効
力
を
持
た
な
い
の
な
ら
、
取
消
を
許
す
こ
と
自
体
無
意
味
で
あ
る
。
取
消
は
、
あ
く
ま
で
も
民
事
訴

訟
法
上
の
効
力
を
前
提
と
し
て
い
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
の
意
味
で
、
取
消
要
件
は
、
あ
く
ま
で
も
取
消
要
件
で
あ
っ
て
、
承
認
要
件

と
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
八
〇
一
条
一
項
第
六
号
に
取
消
要
件
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
第
四
二
〇
条
第
四
号
乃
至
第
八
号
の
場
合
二
於
テ
再
審
ノ
訴
ヲ

許
ス
条
件
ノ
存
ス
ル
ト
キ
」
と
は
、
単
に
、
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
が
有
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
こ
の
行
為
に
対
す
る
有
罪
、

過
料
の
裁
判
が
確
定
す
る
か
、
又
は
、
証
拠
不
十
分
以
外
の
理
由
で
こ
の
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
不
起
訴
処
分
等
が
あ
っ
た

場
合
）
を
指
す
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
仲
裁
判
断
の
取
消
は
、
既
判
力
あ
る
判
決
を
対
象
と
す
る
再
審
に
、
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
我
国
の
民
事
訴
訟
法
は
、
仲
裁
判
断
を
自
動
的
に
承
認
す
る
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
と
、
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。

（
ロ
）
　
効
力
の
範
囲

　
客
観
的
範
囲
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
が
、
確
定
判
決
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る
と
す
る
規
定
の
趣
旨
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
一
九
九

条
を
準
用
し
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
民
事
訴
訟
法
一
九
九
条
一
項
は
、
「
確
定
判
決
ハ
主
文
二
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
既
判
力
ヲ
有
ス
」

と
規
定
し
て
い
る
。
主
文
と
は
判
決
の
結
論
部
分
を
指
す
か
ら
、
仲
裁
判
断
に
関
し
て
も
、
既
判
力
は
、
そ
の
結
論
と
な
る
部
分
に
の
み
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生
じ
、
理
由
中
の
判
断
に
は
生
じ
な
い
。
こ
の
場
合
い
判
決
の
よ
う
に
、
実
務
上
に
み
ら
れ
る
定
型
的
な
文
言
が
用
い
ら
れ
な
い
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

結
論
部
分
が
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
不
明
瞭
と
な
る
危
険
性
も
あ
る
が
、
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
を
命
ず
る
部
分
を
、
合
理
的
に
解

釈
す
れ
ば
良
い
。

　
主
観
的
範
囲
に
関
し
て
は
、
若
干
問
題
が
あ
る
。
本
来
、
確
定
判
決
は
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
一
条
に
よ
っ
て
、
そ
の
主
観
的
範
囲
が
、

当
事
者
以
外
の
第
三
者
に
拡
張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
に
は
、
「
仲
裁
判
断
ハ
当
事
者
間
二
於
テ
確

定
シ
タ
ル
裁
判
所
の
判
決
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
仲
裁
判
断
の
効
力
は
、
当
事
者
間
限
り
で
あ
る
と
解
さ
ざ
る

を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
仲
裁
の
私
法
的
性
格
か
ら
、
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
。
所
説
の
論
旨
は
、
「
民
事
訴
訟
法
上
仲
裁
判
断
に
認
め
ら

れ
た
当
事
者
に
対
す
る
訴
訟
上
の
効
力
は
、
そ
の
法
的
根
拠
を
あ
く
ま
で
表
示
さ
れ
た
当
事
者
意
思
に
置
く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
通
常

の
判
決
の
よ
う
に
、
国
家
の
主
権
（
裁
判
権
）
に
置
く
も
の
で
は
な
い
。
仲
裁
判
断
は
、
私
人
た
る
仲
裁
人
が
．
当
事
者
の
合
意
（
仲
裁
契
約
）

に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
た
権
限
に
基
づ
い
て
な
す
私
の
判
断
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
私
人
の
裁
判
が
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
は
、
当
事
者
が

仲
裁
契
約
に
お
い
て
相
互
的
に
こ
れ
に
服
従
し
て
敢
え
て
異
議
不
服
を
申
立
て
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
お
く
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ

て
．
仲
裁
判
断
の
拘
束
力
は
、
確
定
判
決
の
既
判
力
と
は
全
然
同
一
の
性
質
並
び
に
範
囲
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
は
、
判
決
に

関
す
る
民
訴
二
〇
一
条
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
専
ら
そ
の
根
拠
た
る
仲
裁
契
約
そ
の
も
の
の
効
力
上
の
限
界
に
従
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

べ
き
で
あ
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

　
一
般
に
、
仲
裁
判
断
の
性
質
に
関
し
て
は
、
訴
訟
法
説
（
判
決
説
）
と
私
法
説
（
契
約
説
）
と
の
対
立
が
あ
る
。
所
説
は
、
そ
の
主
張
か
ら

窺
え
る
と
お
り
、
仲
裁
判
断
に
関
す
る
私
法
説
に
接
近
す
る
立
場
に
立
ち
、
仲
裁
契
約
の
私
法
的
拘
束
力
を
基
礎
と
し
て
、
訴
訟
法
上
の

拘
束
力
の
範
囲
が
決
定
さ
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
仲
裁
判
断
は
、
契
約
に
基
礎
を
置
き
、
そ
の
意
味
で
、
私
法
的
な
性
質
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
．
私
法
的
な
契
約
の
効
力
は
、
そ
の
ま
ま
訴
訟
法
上
の
拘
束
力
に
な
る
の
で
は
な
い
。
当
事
者
が
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私
人
た
る
仲
裁
人
に
判
断
を
委
ね
、
こ
れ
に
不
服
を
申
立
て
な
い
旨
の
約
束
を
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
約
束
は
、
あ
く
ま
で
も
私
法

上
の
拘
束
力
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
訴
訟
上
、
貸
借
物
の
引
渡
義
務
を
命
じ
る
判
決
が
下
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
基
本
た
る

私
法
関
係
で
は
、
賃
貸
借
契
約
と
い
う
、
当
事
者
同
士
に
の
み
拘
束
力
を
も
つ
関
係
が
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
一
条
に
よ
り
、
第
三
者
に
拡

張
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
所
有
権
の
確
認
訴
訟
は
私
法
上
排
他
的
な
効
力
を
有
す
る
所
有
権
を
、
当
事
者
間
限
り
に
切
断
し
て
、

訴
訟
法
上
の
効
力
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
法
上
の
効
力
の
範
囲
が
、
直
接
訴
訟
法
上
の
範
囲
を
決
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

訴
訟
上
の
和
解
は
、
実
体
法
上
の
処
理
を
仲
裁
人
の
判
断
に
委
ね
て
し
ま
う
仲
裁
に
比
べ
、
当
事
者
自
ら
が
、
そ
の
処
理
を
約
す
る
と
い

う
意
味
で
、
一
層
私
法
的
な
性
格
を
持
つ
と
い
え
よ
う
．
と
こ
ろ
が
．
私
法
的
な
性
質
を
有
す
る
と
い
う
意
味
で
は
．
よ
り
私
法
的
と
思

わ
れ
る
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
三
条
は
、
特
に
そ
の
効
力
を
当
事
者
に
限
定
す
る
規
定
を
置
い
て
は
い
な
い
．
所

説
の
よ
う
に
、
私
法
的
性
格
を
指
摘
し
、
基
本
的
契
約
の
効
力
の
範
囲
を
根
拠
と
し
て
も
、
仲
裁
判
断
の
効
力
を
当
事
者
間
に
限
定
す
る

理
由
を
、
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
、
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
仲
裁
判
断
の
私
法
的
性
格
を
も
っ
て
、
こ
の
効
力
の
範
囲

を
説
明
す
る
所
説
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
内
容
的
に
は
よ
り
私
法
的
な
訴
訟
上
の
和
解
が
、
訴
訟
法
上
の
効
力
を
あ
た
え
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
所
の
関
与
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。

仲
裁
判
断
の
効
力
が
、
当
事
者
に
限
ら
れ
る
の
は
、
仲
裁
に
は
訴
訟
上
の
和
解
よ
り
も
、
裁
判
所
の
関
与
の
契
機
が
少
な
い
か
ら
に
外
な

ら
な
い
。
実
際
に
、
仲
裁
手
続
に
対
す
る
関
与
は
、
仲
裁
人
の
選
定
の
補
助
（
民
事
訴
訟
法
七
八
九
条
二
項
、
同
七
九
一
条
）
、
証
人
・
鑑
定
人

に
供
述
の
命
令
を
出
す
（
民
事
訴
訟
法
七
九
六
条
）
と
い
う
後
見
的
な
も
の
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
独
立
当
事
者
参
加
、
補
助
参
加
、
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

の
承
継
と
い
う
方
法
は
、
当
然
、
認
め
ち
れ
な
い
。
当
事
者
は
、
あ
え
て
、
こ
れ
ら
の
方
法
が
予
定
さ
れ
て
い
る
訴
訟
手
続
を
避
け
、
仲

裁
手
続
を
欲
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
予
定
で
き
な
い
仲
裁
判
断
に
、
既
判
力
の
拡
張
を
許
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

が
．
仲
裁
の
限
界
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
ハ
）
　
承
認
の
要
件
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取
消
事
由
の
存
在
は
、
仲
裁
判
断
の
効
力
を
否
定
す
る
結
果
を
引
き
起
こ
す
が
、
自
動
承
認
を
前
提
に
す
る
と
、
い
わ
ば
、
一
旦
生
じ

た
既
判
力
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
承
認
が
な
さ
れ
た
あ
と
に
問
題
と
な
る
事
柄
で
あ
り
、
仲
裁

判
断
に
既
判
力
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
、
狭
義
の
承
認
要
件
と
は
言
い
難
い
。
承
認
要
件
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
八
〇
一
条
各
号
の
事
由

を
挙
げ
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
、
我
国
か
ら
み
て
、
お
よ
そ
仲
裁
判
断
と
し
て
適
式
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
動
的
に
承

認
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
名
又
は
数
名
の
人
に
争
い
の
判
断
を
な
さ
し
む
る
合
意
に
基
づ
い
て
、
な
さ
れ
た
何
等
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の
判
断
の
存
在
が
、
こ
こ
で
い
う
要
件
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
「
争
い
の
判
断
を
な
さ
し
む
る
合
意
」
が
、
何
等
か
の
法
に
従
っ
て

有
効
で
あ
る
か
否
か
、
争
い
が
、
仲
裁
に
な
じ
む
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
よ
う
な
、
有
効
性
の
問
題
は
、
取
消
事
由
と
し
て
、
承

認
後
に
判
断
さ
れ
る
。

　
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
と
の
関
係
で
、
若
干
間
題
と
な
る
の
は
、
七
九
九
条
が
規
定
す
る
預
託
の
制
度
の
理
解
に
つ
い

て
で
あ
る
。
七
九
九
条
二
項
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
、
当
事
者
へ
の
仲
裁
判
断
の
正
本
の
送
達
と
、
仲
裁
判
断
の
管
轄
裁
判
所
へ
の
預
託
は
、

絶
対
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
を
、
仲
裁
手
続
の
終
了
の
た
め
の
行
為
と
見
る
な
ら
ば
、
問
題
に

な
る
の
は
、
当
該
仲
裁
判
断
の
手
続
が
、
終
了
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
預
託
自
体
が
問
題
と
な
る
訳
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
我

国
と
．
同
様
の
規
定
を
有
す
る
、
ド
イ
ッ
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
預
託
が
手
続
の
終
了
の
意
味
を
持
つ
制
度
の
下
で
は
、
そ
れ
を
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
54
）

て
、
考
え
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
し
、
英
米
の
様
に
、
こ
れ
を
持
た
な
い
制
度
の
下
で
は
、
仲
裁
判
断
が
当
事
者
へ
送
達
さ
れ
た
と
き
に

手
続
が
終
了
す
る
か
ら
、
そ
の
時
点
で
承
認
の
対
象
と
な
る
と
、
考
え
れ
ば
良
い
．
但
し
、
こ
の
場
合
に
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

こ
れ
が
、
当
該
国
家
に
お
い
て
、
有
効
に
成
立
し
て
い
る
か
否
か
を
、
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
該
手
続
の
終
了
と
し
て
い
る
か

否
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
判
断
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
二
）
　
通
説
と
の
相
異

　
自
動
承
認
で
あ
る
と
す
る
と
、
通
説
と
は
二
つ
の
点
で
異
な
っ
た
結
果
が
生
じ
る
。
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ま
ず
第
一
に
、
通
説
で
は
、
執
行
判
決
手
続
内
で
承
認
を
も
行
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
す
べ
て
の
仲
裁
判
断
に
関
し
て
、
執
行
判
決

を
求
め
る
訴
が
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
に
対
し
て
、
自
動
承
認
と
考
え
れ
ば
、
確
認
判
断
を
含
む
仲
裁
判
断
や
、
形
成
判

断
を
含
む
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
は
、
執
行
が
不
要
な
た
め
、
執
行
判
決
手
続
を
待
た
ず
し
て
、
仲
裁
判
断
に
既
判
力
が
生
じ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

る
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
仲
裁
判
断
に
関
し
て
、
執
行
判
決
を
求
め
る
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
現
象
は
な
く
な
る
。

　
第
二
に
、
挙
証
責
任
の
分
配
に
相
異
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
と
よ
り
、
各
要
件
に
は
、
当
事
者
に
重
要
な
も
の
と
、
公
序
則
の

よ
う
に
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
裁
判
所
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
要
件
も
あ
る
か
ら
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

既
に
承
認
に
よ
っ
て
生
じ
た
既
判
力
を
、
取
消
す
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
取
消
事
由
の
挙
証
責
任
は
、
債
務
者
の
側
に
あ
る
。
一
方
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

通
説
の
よ
う
に
、
取
消
事
由
と
同
様
の
要
件
が
承
認
要
件
と
な
る
と
き
に
は
、
基
本
的
に
は
、
債
権
者
側
が
挙
証
責
任
を
負
う
。
実
際
に
、

例
え
ば
、
通
説
の
場
合
、
「
仲
裁
契
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
」
が
承
認
要
件
と
な
る
の
に
対
し
て
、
民
事
訴
訟
法
八
〇
一
条
一
項
第
一
号
か

ら
は
、
「
仲
裁
契
約
が
成
立
し
て
い
な
い
と
き
」
が
、
取
消
事
由
と
し
て
読
み
取
れ
る
点
に
、
そ
の
消
息
が
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

問
題
は
挙
証
責
任
の
所
在
が
、
論
理
的
に
異
な
る
と
い
う
点
に
止
ま
ら
な
い
。
実
際
上
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
挙
証
責
任
が
機
能
す

る
場
面
、
す
な
わ
ち
、
真
偽
不
明
に
な
っ
た
場
面
で
の
処
理
が
、
正
反
対
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
．
通
説
で
は
、
承
認
要
件
が
充
足

さ
れ
ず
、
承
認
が
拒
否
さ
れ
、
既
判
力
が
生
じ
な
い
。
一
方
、
自
動
承
認
を
前
提
と
す
る
な
ら
、
取
消
要
件
が
充
足
さ
れ
ず
、
取
消
が
認

め
ら
れ
な
．
い
た
め
、
既
判
力
は
生
じ
た
ま
ま
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

50

（
2
）
取
消

（
イ
）
取
消
事
由

取
消
事
由
は
民
事
訴
訟
法
八
〇
一
条
が
規
定
す
る
。

第
一
号
の
「
仲
裁
手
続
ヲ
許
ス
可
カ
ラ
サ
リ
シ
ト
キ
」

と
は
、

具
体
的
に
は
、
七
九
七
条
が
例
示
し
て
い
る
。
法
律
上
有
効
な
仲
裁
契
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約
が
．
成
立
し
て
い
な
い
と
き
、
仲
裁
契
約
が
紛
争
に
関
係
し
な
い
と
き
．
仲
裁
人
が
権
限
を
有
し
な
い
と
ぎ
な
ど
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。

法
律
上
有
効
な
仲
裁
契
約
の
成
立
に
関
し
て
は
、
民
事
訴
訟
法
七
八
六
条
（
和
解
可
能
か
否
か
）
、
同
七
八
七
条
（
将
来
の
紛
争
に
関
す
る
仲
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

契
約
の
制
限
）
と
い
う
規
定
が
あ
る
。

　
第
二
号
の
「
…
…
法
律
上
禁
止
ノ
行
為
ヲ
為
ス
可
キ
旨
ヲ
当
事
者
二
言
渡
シ
タ
ル
ト
キ
」
は
、
概
ね
公
序
に
反
す
る
こ
と
と
同
旨
と
考

え
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
第
三
号
の
代
理
権
の
不
存
在
、
第
四
号
の
審
訊
の
要
件
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
の
間
題
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

る
「
公
序
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
第
四
号
に
関
し
て
、
公
序
の
間
題
な
ら
、
当
事
者
に
よ
る
処
分
は
不
可

能
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
条
の
二
項
で
、
別
段
の
意
思
表
示
を
し
た
と
き
に
は
、
取
消
事
由
と
な
ら
ず
、
処
分
可
能
で
あ
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
五
号
の
「
理
由
の
必
要
性
」
は
、
お
よ
そ
判
断
で
あ
る
限
り
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
の
よ
っ
て
立
つ
論
理
の
筋
道
を
明
ら
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

し
な
け
れ
ば
、
判
断
自
体
の
存
立
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
理
解
に
基
づ
く
要
件
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
．

判
決
の
既
判
力
が
、
主
文
に
限
っ
て
生
じ
る
の
と
同
様
に
、
仲
裁
判
断
で
も
、
判
決
主
文
と
同
一
の
価
値
を
も
つ
結
論
部
分
に
だ
け
既
判

力
が
生
じ
る
の
で
、
既
判
力
の
内
容
の
点
か
ら
は
、
結
論
部
分
さ
え
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
断
に
ょ
っ

て
説
得
さ
れ
る
べ
き
立
場
に
あ
る
当
事
者
が
、
こ
の
よ
う
に
説
得
の
過
程
を
省
略
し
た
仲
裁
判
断
で
も
よ
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
省
略
も

　
　
　
　
　
（
62
）

可
能
で
あ
ろ
う
。

　
第
六
号
の
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
が
有
っ
た
場
合
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
述
べ
な
い
．

（
ロ
）
　
外
国
仲
裁
判
断
の
取
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
外
国
仲
裁
判
断
の
取
消
は
、
そ
の
実
効
性
に
疑
問
が
あ
る
と
し
て
、
我
国
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
所
説
が
あ
る
。
確
か

に
、
我
国
で
な
さ
れ
た
取
消
判
決
が
、
他
国
に
お
い
て
当
然
に
効
力
を
持
つ
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
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執
行
判
決
手
続
内
で
、
承
認
も
為
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
確
認
判
断
の
み
を
内
容
と
す
る
仲
裁
判
断
に
ま
で
、
執
行
判
決
手
続
を
認
め

な
い
限
り
、
承
認
、
非
承
認
の
判
断
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
不
当
と
す
る
な
ら
ば
、
確
認
判
断
が
例
え
ば
公
序
に
反
し
て

い
る
と
き
に
、
そ
の
効
力
を
消
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
そ
の
上
、
外
国
仲
裁
判
断
に
も
、

執
行
判
決
を
要
求
す
る
点
で
は
、
争
い
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、
所
説
は
、
矛
盾
せ
ざ
る
を
え
な
い
．
す
な
わ
ち
、
執
行

判
決
請
求
が
、
取
消
事
由
の
た
め
に
棄
却
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
結
局
、
取
消
の
判
決
が
下
さ
れ
た
の
と
、
同
様
の
状
況
に
な
り
、
こ
と
さ

ら
に
、
取
消
を
否
定
し
た
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
自
身
の
判
断
で
は
な
い
判
断
を
、
当
該
判
断
の
判
断
主
体
で
も
な
い
も
の
が
、
取
消
し
得
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
無
意
味

で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
所
説
に
も
一
理
あ
る
。
し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
を
直
接
適
用
す
る
立
場
に
た
て
ば
、
既
に
承
認
に
よ
り
有
す
る
効

力
（
既
判
力
）
を
、
我
国
が
付
与
し
た
範
囲
で
、
否
定
す
る
と
い
う
意
味
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
上
に
強
い
効
力
と
し
て
、
普
遍
的

に
取
消
の
効
果
を
お
よ
ぽ
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
は
、
無
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
我
国
で
承
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
取
消
判
決
を
下

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
取
消
で
は
な
く
承
認
拒
否
の
場
合
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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（
3
）
執
行

（
イ
）
　
債
務
名
義

　
一
般
に
．
債
務
名
義
と
の
関
係
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
に
も
、
執
行
判
決
を
要
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
争
い
は
な
い
。
本
来

な
ら
ぽ
、
承
認
に
よ
り
既
判
力
を
有
す
る
仲
裁
判
断
は
、
既
判
力
が
発
生
す
る
と
同
時
に
、
執
行
力
も
持
つ
に
い
た
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
手
続
は
、
執
行
力
の
新
た
な
付
与
と
言
う
よ
り
は
、
既
に
存
在
す
る
執
行
力
を
公
証
す
る
と
い
う
意
味
あ
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

強
く
、
そ
の
点
か
ら
、
執
行
文
の
付
与
の
制
度
に
、
非
常
に
接
近
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
強
制
執
行
に
、
執

行
文
が
必
要
で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
民
事
執
行
法
二
五
条
は
、
外
国
判
決
・
仲
裁
判
断
の
た
め
の
執
行
判
決
を
も
、
除
外
し
て
い
な
い
の
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で
、
こ
れ
ら
執
行
判
決
の
あ
る
外
国
判
決
・
仲
裁
判
断
に
あ
っ
て
も
、
執
行
文
は
必
要
と
考
え
る
外
は
な
い
。
従
っ
て
、
現
在
の
法
制
度

の
下
で
は
、
執
行
が
許
さ
れ
る
旨
の
宣
言
で
あ
る
執
行
判
決
に
加
え
て
、
執
行
文
の
付
与
を
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
、
解
さ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
二
重
の
手
間
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
は
、
疑
わ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
制
度
論
に
か
か
わ
る
問
題
な

の
で
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
お
く
。
と
も
あ
れ
、
執
行
判
決
が
、
執
行
の
許
容
性
を
審
査
す
る
と
い
う
意
味
で
、
執
行
文
の
付
与
の
制
度

に
、
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
本
来
は
、
申
立
に
よ
り
、
口
頭
弁
論
を
開
か
ず
に
為
し
う
る
筈
で
あ
ろ
う
．
し
か
し
、
規
定
上
は
判

決
手
続
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
執
行
判
決
を
規
定
す
る
民
事
訴
訟
法
八
〇
二
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
取
消
事
由
が
存
在
す
る
と
、
執
行
判
決

が
許
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
執
行
判
決
請
求
訴
訟
の
重
点
が
、
取
消
事
由
の
存
否
に
関
す
る
当
事
者
の
応
酬
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を

　
　
（
6
5
）

え
な
い
。
こ
れ
に
続
く
民
事
訴
訟
法
八
〇
三
条
に
は
、
執
行
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
は
、
取
消
事
由
の
主
張
が
、
大
幅
に
制
限
さ
れ
，
い

わ
ゆ
る
再
審
事
由
の
み
が
そ
の
対
象
と
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
他
の
取
消
事
由
が
、
執
行
判
決
手
続
を
契

機
に
、
失
権
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
．
一
つ
の
例
証
で
あ
ろ
う
。

（
ロ
）
　
強
制
執
行
が
で
き
る
者
の
範
囲

　
民
事
執
行
法
…
二
条
一
項
三
号
は
、
同
条
同
項
の
一
号
（
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
当
事
者
）
、
二
号
（
債
務
名
義
に
表
示
さ
れ
た
当
事
者
が
他

人
の
た
め
に
当
事
者
と
な
っ
た
場
合
の
そ
の
他
人
V
に
掲
げ
ら
れ
た
者
の
、
債
務
名
義
成
立
後
の
承
継
人
（
債
務
名
義
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
口
頭

弁
論
終
結
後
の
承
継
人
〉
が
、
強
制
執
行
の
当
事
者
と
な
る
旨
を
規
定
す
る
。
同
法
二
二
条
六
号
に
は
、
確
定
し
た
執
行
判
決
あ
る
仲
裁
判

断
は
、
債
務
名
義
と
な
る
こ
と
が
．
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
提
と
す
る
と
、
執
行
判
決
の
あ
る
仲
裁
判
断
は
、
そ

の
判
断
の
当
事
者
以
外
に
も
、
執
行
力
が
及
ぶ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
民
事
執
行
法
壬
二
条
一
項
は
、
民
事
訴

訟
法
二
〇
一
条
の
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
拡
張
の
規
定
を
う
け
て
、
既
判
力
と
執
行
力
の
範
囲
を
一
致
さ
せ
る
べ
く
設
け
ら
れ
た
規

定
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
な
い
．
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
既
判
力
と
執
行
力
の
主
観
的
範
囲
の
一
致
と
い
う
観
点
か
ら

は
、
民
事
執
行
法
を
見
る
限
り
、
仲
裁
判
断
は
、
当
事
者
の
承
継
人
に
も
、
既
判
力
が
拡
張
さ
れ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
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に
な
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
仲
裁
判
断
の
既
判
力
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
に
従
え
ば
、
当
事
者
間
に
限
定
さ
れ
る
か

ら
、
こ
の
点
の
理
解
に
関
し
て
、
疑
間
が
生
じ
る
。

　
こ
の
疑
問
の
解
消
の
方
策
と
し
て
は
、
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
の
解
釈
と
し
て
、

仲
裁
判
断
の
既
判
力
は
、
当
事
者
に
限
定
さ
れ
ず
、
民
事
訴
訟
法
二
〇
一
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
、
既
判
力
の
拡
張
が
、
許
さ
れ
る
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
執
行
力
は
、
仲
裁
判
断
に
で
は
な
く
、
執
行
判
決
の
方
に
あ
り
、
た
と
え
、
仲
裁
判
断
の
既
判
力
の
主

観
的
範
囲
が
当
事
者
の
み
に
限
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
執
行
力
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
主
観
的
範
囲
が
拡
張
さ
れ
る
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
第
一
の
解
釈
の
可
能
性
は
な
い
．
既
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
仲
裁
判
断
の
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○

条
の
規
定
の
体
裁
か
ら
し
て
、
当
事
者
の
み
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
仲
裁
付
託
は
、
あ
る
意
味
で
、
訴
権
の
放
棄
を

伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
訴
権
の
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
の
結
果
が
、
訴
権
の
放
棄
を
し
て
い
な
い
者
に
及
ぶ
こ
と
に

は
、
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
．

　
ま
た
、
第
二
の
解
釈
も
、
成
り
立
た
な
い
．
民
事
執
行
法
二
二
条
が
債
務
名
義
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
は
、
確
定
し
た
執
行
判
決
の
あ

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
仲
裁
判
断
で
あ
っ
て
、
執
行
判
決
そ
の
も
の
が
、
債
務
名
義
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
外
国
判
決
に
は
、
そ
の
承
認
を
規
定
す
る
民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
の
位
置
か
ら
考
え
て
、
主
観
的
範
囲
を
定
め
る
二
〇
一
条
の
適
用
が

あ
り
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
の
拡
張
が
推
論
で
き
る
．
し
か
し
、
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
は
．
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
判
断
に
関
し
て
も
、

民
事
訴
訟
法
二
〇
〇
条
が
直
接
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
仲
裁
判
断
の
承
認
は
、
民
事
訴
訟
法
八
○
○
条
に
基
づ
く

か
ら
（
た
と
え
．
本
稿
の
趣
旨
と
異
な
る
見
解
に
立
つ
と
し
て
も
、
内
国
仲
裁
判
断
に
関
し
て
は
、
八
O
O
条
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
、
あ
え
て
、
こ

の
八
○
○
条
で
、
仲
裁
判
断
の
効
力
の
主
観
的
範
囲
を
、
当
事
者
に
制
限
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
条
に
よ
っ
て
、
拡
張
す
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
。
従
っ
て
、
既
判
力
の
主
観
的
範
囲
、
又
、
こ
れ
と
一
致
す
る
形
で
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
執
行
力
の
主
観

的
範
囲
は
．
仲
裁
判
断
で
は
狭
く
．
外
国
判
決
で
は
広
い
と
い
う
よ
う
に
、
異
な
る
も
の
で
あ
る
．
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
仲
裁
判
断
に
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関
す
る
民
事
訴
訟
法
八
O
O
条
と
、

ざ
る
を
得
な
い
。

民
事
執
行
法
二
三
条
と
の
あ
い
だ
に
は
、
う
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
決
定
的
で
重
要
な
矛
盾
を
感
じ

五
、
お
わ
り
に

いわゆる外国仲裁判断の効力に関する試論的考察

　
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
、
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
仲
裁
の
歴
史
は
、
訴
訟
よ
り
も
古
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
訴

訟
の
多
く
の
原
理
が
、
こ
の
仲
裁
に
お
い
て
、
培
わ
れ
て
い
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
仲
裁
が
、
基
本
的
に
は
国
家
の
存
在
を
必
要
と

せ
ず
、
私
人
間
に
お
け
る
紛
争
の
解
決
制
度
と
し
て
機
能
す
る
点
か
ら
推
し
て
、
当
然
の
事
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
．
国
家
の
枠
組
み
を

前
提
に
し
な
が
ら
、
そ
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
頻
繁
に
渉
外
取
引
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
国
家
が
何
等
か
の
形
で
、
こ
れ
を
規
律

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
．
そ
こ
に
は
多
く
の
困
難
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
も
と
も
と
国
家
の
存
在
を
必
然
と
し
な
い

仲
裁
が
果
た
す
役
割
は
、
大
き
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
歴
史
は
繰
り
返
さ
れ
て
、
国
際
的
な
訴
訟
制
度
の
発
展
に
、
先
行
す
る

か
の
よ
う
に
、
仲
裁
は
、
そ
の
運
用
で
得
ら
れ
た
多
く
の
原
理
を
、
訴
訟
法
へ
伝
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仲
裁
の
将
来
が
希

望
に
満
ち
て
い
る
と
は
言
え
、
困
難
を
極
め
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
多
く
の
、
紆
余
曲
折
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
も
、
想
像
に
難
く
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
着
実
な
発
展
は
、
ま
ず
、
現
時
点
の
正
確
な
把
握
な
し
に
は
な
り
た
た
な
い
。

　
本
稿
は
、
そ
の
一
っ
の
方
策
と
し
て
、
仲
裁
と
民
事
訴
訟
法
と
の
関
連
を
探
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

仲
裁
制
度
を
制
度
と
し
て
認
め
る
以
上
、
そ
の
仲
裁
制
度
が
持
つ
国
家
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
、
い
わ
ば
超
国
家
的
な
性
格
も
、
既
定

の
事
柄
で
あ
る
。
従
っ
て
，
我
国
の
民
事
訴
訟
法
が
、
仲
裁
を
制
度
と
し
て
認
め
る
か
ら
に
は
、
超
国
家
的
な
い
わ
ゆ
る
外
国
仲
裁
も
、

そ
の
射
程
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
一
貫
し
な
い
．
こ
れ
を
前
提
に
し
た
解
釈
に
よ
れ
ぽ
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
諸
説
と
の
異
同
は
、

ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
る
の
か
が
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
実
定
法
の
解
釈
な
し
に
、
制
度
は
語
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
考
察
の
結
論
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用
が
可
能
な
こ
と
、
直
接
適
用
を
前
提
に
す
る
と
、
従
来
の
通
説
と
の
間
に
、
若

干
の
相
異
が
あ
る
こ
と
、
通
説
と
判
例
と
を
接
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
不
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
結
論
と
し
て
得
ら
れ
た
。
今
後
は
、

こ
の
結
論
を
踏
ま
え
て
、
仲
裁
制
度
全
体
を
、
民
事
訴
訟
法
と
の
関
係
で
、
再
構
成
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
1
）
例
え
ぽ
、
一
九
七
四
年
に
設
立
さ
れ
た
ド
イ
ッ
仲
裁
協
会
（
U
Φ
暮
¢
魯
＄
H
霧
葺
暮
旨
周
o
Q
。
露
a
＄
鷺
ユ
。
馨
男
8
自
）
、
一
九
二
六
年
設
立
の
ア

　
メ
リ
カ
仲
裁
協
会
（
》
窮
＆
。
彗
冴
三
ぼ
暮
沖
書
》
器
8
馨
一
3
）
、
一
八
九
二
年
設
立
の
ロ
ソ
ド
ソ
仲
裁
裁
判
所
（
ピ
。
包
暮
O
。
弩
げ
9
》
吾
一
訂
蝕
9
）

な
ど
、
我
国
に
は
、
国
際
商
事
仲
裁
協
会
（
一
九
五
〇
年
設
立
）
が
あ
る
。

（
2
）
　
例
え
ぽ
，
「
民
事
及
び
商
事
に
関
す
る
外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
（
O
。
薯
窪
菖
曾
。
。
霞
蜀
冨
8
暮
鉱
器
導
8
9

一
．
①
蓉
。
暮
凶
3
号
。
。
甘
α
q
仁
旨
①
暮
ω
ひ
貫
導
鷺
お
窪
ヨ
註
警
①
。
三
一
Φ
。
σ
8
目
馨
琶
毘
。
）
は
、
一
九
七
一
年
に
成
立
し
て
い
る
が
、
未
発
効
で
あ
る
．

　
国
際
的
な
条
約
の
例
と
し
て
は
、
E
C
内
で
効
力
を
持
つ
条
約
が
あ
る
。

（
3
）
　
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
は
、
「
仲
裁
条
項
に
関
す
る
議
定
書
（
牢
9
。
8
δ
邑
葺
h
即
貴
O
蜀
垢
窃
侮
．
＞
き
冒
品
①
）
」
と
し
て
、
一
九
二
三
年
に
ジ

　
ュ
ネ
ー
ブ
で
署
名
（
我
国
は
当
初
よ
り
加
盟
）
さ
れ
た
．
ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
は
一
九
二
七
年
に
「
外
国
仲
裁
判
断
の
執
行
に
関
す
る
条
約
（
Q
。
－

茗
ξ
一
、
。
蓉
。
暮
剛
8
号
累
魯
ざ
ぎ
窃
導
窪
ぴ
β
一
Φ
忌
貫
導
鴨
冨
の
）
」
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
署
名
さ
れ
た
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条

約
に
関
連
し
た
政
府
宣
言
で
加
盟
の
意
思
を
表
明
、
一
九
五
二
年
我
国
に
関
し
て
発
効
）
．
こ
の
条
約
に
は
、
若
千
問
題
が
あ
っ
た
が
（
川
上
「
外

国
仲
裁
判
断
の
執
行
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
」
神
戸
大
学
国
際
経
済
研
究
年
報
H
一
七
三
頁
、
同
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す

　
る
国
連
条
約
と
日
本
国
の
加
入
」
民
商
法
四
五
巻
五
号
六
〇
七
頁
）
．
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
形
で
、
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
お
よ
ぴ
執
行
に
関
す
る

　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
（
Q
8
語
暮
一
9
自
些
①
話
。
禮
昌
三
9
導
α
。
議
8
8
ヨ
。
暮
。
h
皆
邑
磐
導
庄
旦
鋒
”
≦
貰
山
¢
）
」
が
一
九
五
八
年
に
成
立
し
た
。

我
国
は
、
一
九
六
一
年
に
加
入
し
て
い
る
。
こ
の
条
約
は
、
先
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
、
同
条
約
を
よ
り
整
備
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
実

際
に
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
へ
の
加
盟
に
よ
り
、
先
の
条
約
は
失
効
す
る
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
七
条
二
項
）
。

（
4
）
　
こ
の
点
は
、
多
く
の
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
三
ケ
月
「
仲
裁
研
究
の
現
状
と
課
題
」
法
律
時
報
五
四
巻
八
号
一
七
頁
。

（
5
）
　
川
上
「
仲
裁
」
国
際
私
法
講
座
第
三
巻
八
六
〇
頁
、
中
田
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
」
訴
訟
及
び
仲
裁
の
法
理
四
コ
ニ
頁
、
小
山
・
仲

裁
法
（
新
版
）
二
二
二
頁
以
下
。

（
6
）
該
当
す
る
部
分
は
以
下
の
通
り
、
、
．
壁
9
0
。
暮
鍔
＆
夷
幹
暮
①
。
。
富
＝
器
8
讐
富
舘
び
葺
魯
一
や
≦
程
留
器
三
＆
一
夷
費
巳
①
珪
a
8
芽
§

ぎ
8
8
乱
彗
8
三
爵
爵
Φ
吋
自
一
窃
o
協
冥
8
a
ξ
Φ
。
h
爵
①
げ
。
三
8
蔓
≦
げ
Φ
お
爵
Φ
暫
≦
舘
山
u
一
。
。
邑
一
8
唇
g
u
仁
且
。
『
爵
①
8
巳
三
。
霧
一
鉱
島
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山
o
巽
づ
ゴ
夢
Φ
馬
o
昌
o
≦
ぎ
磯
彗
“
帥
o
一
窃
。

（
7
）
　
中
田
・
前
掲
四
三
一
頁
は
、
明
瞭
に
で
は
な
い
が
、
「
わ
が
民
事
訴
訟
法
は
外
国
仲
裁
判
断
に
対
し
て
も
内
国
仲
裁
判
断
に
対
す
る
と
同
様
に

既
判
力
を
認
め
る
も
の
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
、
当
事
者
は
こ
れ
を
訴
訟
上
攻
撃
防
御
何
れ
の
方
法
と
し
て
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ

れ
に
基
い
て
強
制
執
行
を
申
立
て
る
に
は
、
先
ず
わ
が
国
の
管
轄
裁
判
所
に
対
し
執
行
判
決
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
．
：
・
．
．
」
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
．

（
8
）
　
小
山
・
前
掲
二
二
七
頁
で
「
裁
判
所
が
、
訴
え
に
基
づ
き
、
執
行
許
否
の
判
決
を
す
る
こ
と
の
中
に
承
認
の
肯
否
が
含
ま
れ
る
。
」
と
す
る
。

（
9
）
　
小
山
・
前
掲
三
七
頁
、
川
上
・
前
掲
・
民
商
法
四
五
巻
五
号
五
九
四
頁
。

（
10
）
　
高
桑
「
一
三
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
よ
っ
て
仲
裁
判
断
を
承
認
し
た
事
例
並
び
に
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
仲
裁
判
断
承
認
の
要
件
」
J
C
A
ジ
ャ
ー

　
ナ
ル
一
九
八
四
年
三
月
号
一
三
頁
注
（
九
）
．

（
1
1
）
　
但
し
、
当
事
者
が
任
意
に
手
続
を
定
め
ら
れ
る
と
い
う
点
の
実
例
と
し
て
、
外
国
の
仲
裁
法
で
も
よ
い
と
判
示
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

（
1
2
）
　
小
林
・
国
際
取
引
紛
争
一
九
五
頁
以
下
、
同
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
六
八
号
五
頁
以
下
、

貝
瀬
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
六
号
一
一
二
頁
．

パパパパパハパハハ21　20　19　18　17　16　15　14　13
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　〉　　　　）　　　　）　　　　）

小
林
・
前
掲
論
文
九
頁
．

小
林
・
前
掲
論
文
一
二
頁
、
貝
瀬
前
掲
論
文
一
一
二
頁
。

小
林
・
前
掲
書
二
〇
〇
頁
．

小
林
・
前
掲
論
文
一
二
頁
、
同
・
前
掲
書
二
〇
二
頁
。

拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
手
続
公
序
に
関
す
る
一
試
論
」
法
学
研
究
五
九
巻
一
〇
号
八
八
頁
．

拙
稿
「
間
接
管
轄
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
杏
林
社
会
科
学
研
究
三
巻
二
号
一
〇
頁
以
下
参
照
。

同
様
の
解
釈
と
し
て
、
阿
川
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
（
下
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
三
二
号
四
二
頁
．

例
え
ば
、
三
ケ
月
「
国
際
仲
裁
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
（
7
）
二
三
五
頁
。

改
正
は
、
三
箇
所
で
、
八
〇
一
条
】
項
第
六
号
と
、
八
〇
五
条
一
項
第
六
号
、
七
九
九
条
二
項
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
重
要
な
改
正
で

　
は
な
い
。

（
2
2
）
　
英
国
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
入
し
て
お
り
、
一
九
五
〇
年
法
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
た
．
我

国
、
米
国
な
ど
か
ら
遥
か
に
遅
れ
て
、
一
九
七
五
年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
加
入
に
と
も
な
い
、
一
九
七
五
年
法
と
し
て
、
改
正
さ
れ
た

　
（
U
．
閃
鼠
島
導
弓
ゴ
。
旨
器
－
冒
8
彗
暫
二
〇
奏
一
〇
。
目
目
Φ
言
芭
＞
旨
詳
蚕
謡
8
卜
α
q
器
Φ
目
。
暮
ω
き
傷
亭
Φ
目
託
o
吋
8
目
Φ
暮
o
騰
呵
o
冨
凶
讐
》
吾
一
9
巴
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＞
≦
導
駐
ー
＞
8
冨
巨
聲
鼠
藁
8
夢
o
ト
き
詳
吋
彗
一
自
＞
9
這
謡
ち
這
o
。
昌
口
。
旨
．
u
竃
貰
三
ヨ
。
鋤
注
O
。
ヨ
舅
零
9
鋒
■
即
名
嵩
）
。
さ
ら
に
英
国

　
に
独
特
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
、
裁
判
所
の
仲
裁
手
続
へ
の
介
入
を
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
、
拒
絶
で
き
る
な
ど
の
、
画
期
的
な
改
正
が
、
一

九
七
九
年
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
（
客
O
蜀
詩
導
自
U
。
9
9
鑛
9
寄
8
暮
O
プ
9
夷
①
ぎ
国
お
一
一
昌
＞
吾
酵
蝕
。
⇒
零
8
浮
①
≦
箆
窪
○
等
興
マ

茸
三
畠
問
零
竃
。
お
国
浄
＆
＜
Φ
目
3
匹
蝕
。
霧
一
＞
旨
葺
暮
一
9
〕
も
。
田
円
ぎ
野
巴
ま
器
霊
≦
聴
さ
旨
卜
。
O
［
這
o
。
O
］
）
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
諸
国
家

　
に
よ
り
、
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
国
際
商
事
仲
裁
制
度
が
、
英
国
に
も
導
入
さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
。

（
2
3
）
米
国
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定
書
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
は
参
加
せ
ず
、
一
九
二
六
年
に
、
独
自
の
州
際
、
国
際
の
仲
裁
法
を
、
連
邦
仲
裁
法

　
（
目
ぎ
d
該
け
a
幹
暮
霧
卜
旨
一
貫
昌
8
＞
9
）
と
し
て
制
定
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
そ
の
当
時
ま
で
、
米
国
の
多
く
の
州
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
議
定

書
に
既
に
み
え
て
お
り
、
い
ま
で
は
疑
い
無
く
認
め
ら
れ
る
、
将
来
の
紛
争
を
仲
裁
に
付
託
す
る
旨
の
合
意
も
、
い
つ
で
も
解
除
で
き
る
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
類
の
契
約
を
、
外
国
貿
易
に
関
す
る
紛
争
に
、
有
効
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
我
国
の
加
入
か
ら
遅
れ
る
こ
と
約
一
〇
年
に
し
て
、

　
よ
う
や
く
な
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
加
入
に
と
も
な
い
、
こ
の
連
邦
仲
裁
法
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
規
定
と
し

　
て
、
第
二
章
が
挿
入
さ
れ
た
。
こ
の
挿
入
に
よ
り
、
当
該
外
国
仲
裁
判
断
へ
の
条
約
の
直
接
適
用
（
二
〇
一
条
）
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
事
件
の
管
轄

裁
判
所
（
二
〇
三
な
い
し
二
〇
五
条
）
、
仲
裁
契
約
の
強
制
（
二
〇
六
条
）
、
執
行
方
法
（
二
〇
七
条
）
、
一
般
規
定
と
し
て
条
約
の
適
用
が
無
い
場

合
の
仲
裁
制
度
に
関
す
る
規
定
の
準
用
（
二
〇
八
条
）
の
規
定
が
、
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。
一
般
規
定
で
は
、
仲
裁
判
断
後
一
年
以
内
に
、
仲
裁
判

断
の
確
認
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
条
約
の
適
用
さ
れ
る
外
国
仲
裁
で
は
、
こ
の
期
間
が
、
三
年
以
内
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ

　
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
差
異
は
な
い
。

（
2
4
）
　
仏
国
の
仲
裁
制
度
は
、
新
民
事
訴
訟
法
典
の
改
正
作
業
の
一
貫
と
し
て
、
一
九
八
一
年
の
五
月
一
二
目
の
デ
ク
レ
に
ょ
り
、
よ
う
や
く
完
成
し

た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
多
く
の
国
々
で
既
に
認
め
ら
れ
、
ニ
ュ
！
ヨ
ー
ク
条
約
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
二
条
一
項
）
、
将
来
の
紛
争
に
関
す
る

仲
裁
付
託
が
、
商
事
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
（
商
事
に
関
し
て
認
め
ら
れ
た
の
は
一
九
二
五
年
一
二
月
三
一
日
法
）
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
、
我
国
も
含
め
て
、
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
制
度
と
し
て
、
仲
裁
判
断
の
裁
判
所
へ
の
上
訴
（
即
唇
。
一
）
が
許
さ
れ
て
い
る
点
で

　
（
一
四
八
二
条
、
但
し
、
当
事
者
が
上
訴
権
を
放
棄
す
る
合
意
を
し
て
い
た
り
、
友
誼
的
仲
裁
の
場
合
ー
仲
裁
人
が
皿
巨
暮
一
。
8
ヨ
冨
馨
。
霞
と
し

　
て
行
動
し
た
場
合
1
を
除
く
）
．
他
国
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
ド
イ
ッ
仲
裁
法
（
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
第
一
〇
編
）
は
、
我
国
の
母
法
で
あ
っ
た
が
、
我
国
で
は
継
受
以
後
殆
ど
手
が
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の

　
に
比
し
て
、
ド
イ
ッ
で
は
頻
繁
に
改
正
さ
れ
、
我
国
と
は
若
干
異
な
っ
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
執
行
は
我
国
で
は
執
行
判
決
に
よ
り
為

さ
れ
る
が
、
ド
イ
ッ
で
は
、
通
常
は
執
行
決
定
に
よ
り
、
取
消
事
由
が
主
張
さ
れ
た
と
き
の
み
、
口
頭
弁
論
を
開
き
判
決
を
下
す
（
N
ら
●
ρ
留
9

N
恵
。
と
り
わ
け
、
我
国
と
の
相
異
は
、
外
国
仲
裁
判
断
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
が
（
N
池
●
ρ
留
O
倉
山
）
、
執
行
宣
言
の
拒
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否
の
事
由
は
、
内
国
の
仲
裁
に
関
す
る
取
消
事
由
（
N
ら
●
ρ
留
O
合
）
と
殆
ど
重
複
し
（
異
な
る
の
は
、
国
内
の
仲
裁
で
は
、
理
由
不
備
．
再
審

事
由
が
取
消
事
由
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
外
国
仲
裁
で
は
、
執
行
拒
否
要
件
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
の
み
）
、
そ
の
取
扱
い

が
、
国
内
仲
裁
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
6
）
　
例
え
ば
、
N
ら
6
」
○
瞳
山
、
米
国
連
邦
仲
裁
法
第
二
〇
八
条
な
ど
。

（
27
）
　
小
山
・
前
掲
書
二
二
七
頁
、
川
上
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
・
執
行
」
渉
外
判
例
百
選
（
増
補
版
）
一
八
七
頁
。

（
2
8
）
　
こ
の
点
は
、
微
妙
で
あ
り
、
あ
ま
り
明
確
な
表
現
は
見
い
だ
せ
な
い
。
中
田
・
前
掲
四
一
九
頁
は
、
「
…
…
仲
裁
契
約
に
お
い
て
又
は
こ
れ
に

付
属
す
る
後
の
契
約
に
お
い
て
、
仲
裁
手
続
の
準
拠
法
の
指
定
に
関
す
る
明
示
又
は
黙
示
の
合
意
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
意
思
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
…
」
と
し
て
．
手
続
法
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
9
）
　
小
山
・
前
掲
二
二
九
頁
は
、
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
読
み
取
れ
る
（
契
約
の
準
拠
法
と
手
続
の
準
拠
法
と
は
、
論
理

上
分
離
可
能
）
。
さ
ら
に
三
井
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
若
干
の
間
題
に
就
い
て
」
民
訴
雑
誌
一
六
号
一
二
七
頁
は
、
我
国
の

抵
触
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
い
る
か
否
か
を
要
件
の
一
つ
に
挙
げ
る
。

（
30
）
実
際
上
、
一
般
に
制
度
的
仲
裁
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
仲
裁
に
あ
っ
て
は
、
各
仲
裁
協
会
が
、
独
自
の
仲
裁
手
続
規
則
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
は
、

周
知
の
と
お
り
で
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
ま
で
、
そ
の
国
籍
を
問
う
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。

（
31
）
　
外
国
判
決
の
承
認
と
の
関
係
で
、
こ
の
要
件
の
不
当
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
2
呂
①
ぎ
即
目
矯
宰
雪
畠
O
。
霞
匿
閃
8
罐
包
凶
①
国
o
蚕
σ
q
昌

冒
g
2
－
『
鼠
㎎
馨
暮
・
”
O
b
①
U
暑
づ
ト
鼠
竃
。
お
円
。
Q
。
弘
ω
翠
①
卜
馨
誉
導
『
。
ロ
彗
舘
。
眺
Q
。
ヨ
冨
§
ぎ
ピ
署
』
ド

（
32
）
　
仲
裁
人
が
帥
ヨ
一
暮
一
①
8
ヨ
唇
警
①
霞
と
し
て
、
善
と
公
平
に
基
づ
い
て
、
判
断
を
下
し
た
と
き
。

（
3
3
）
　
国
。
切
暮
5
9
∪
3
一
H
暮
Φ
唇
暮
一
〇
葛
一
勺
二
ま
矯
O
Φ
a
‘
ρ
自
u
b
●
斜
oo
q
●

（
3
4
）
　
小
山
・
前
掲
二
二
九
頁
、
三
井
「
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
若
干
の
間
題
に
就
い
て
」
民
訴
雑
誌
一
六
号
八
七
頁
。

（
3
5
）
但
し
、
米
国
で
は
、
最
近
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
と
の
関
係
で
、
合
衆
国
内
で
な
さ
れ
た
仲
裁
で
も
、
両
当
事
者
が
外
国
人
の
場
合
に
は
、
外

国
仲
裁
と
考
え
る
と
す
る
判
例
も
現
れ
て
い
る
（
ω
①
樋
＄
曾
く
・
む
器
嘗
冒
巨
一
Φ
『
O
。
暮
。
蚕
ぎ
ロ
≦
O
コ
旨
旨
・
。
（
N
且
・
O
ダ
這
c。
ω
）
y

（
3
6
）
　
三
井
・
前
掲
論
文
八
九
頁
。

（
37
）
　
小
山
・
前
掲
二
二
九
頁
、
三
井
・
前
掲
論
文
九
〇
頁
以
下
、
英
国
で
は
、
仲
裁
地
を
基
準
と
す
る
（
象
緩
三
お
昏
乞
。
旨
F
℃
二
奉
げ
。
ぎ
ざ
7

轟
§
壼
一
寅
≦
幕
魯
［
這
o
。
『
ト
層
倉
O
）
．
又
．
ド
イ
ッ
で
は
、
仲
裁
地
で
は
な
く
、
仲
裁
手
続
の
準
拠
法
が
基
準
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

　
（
ω
昌
≦
豊
ω
。
霞
a
暇
＆
。
馨
ω
富
蒔
。
F
ω
。
》
島
‘
一
S
P
ω
・
旨
罵
・
）
。

（
3
8
）
　
実
際
に
は
、
準
拠
法
説
が
優
勢
で
あ
る
。
小
山
．
前
掲
二
二
九
頁
。
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（
3
9
）
　
三
井
・
前
掲
論
文
八
七
頁
、

入
ら
な
い
。

パ　　パ　　パ　　ハ　　パ
44　43　42　41　40
）　　）　　）　　）　　）

若
干
疑
問
も
あ
る
が
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
仲
裁
判
断
の
効
力
と
、
直
接
の
関
係
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち

微
妙
な
表
現
を
用
い
て
い
る
．

掲
八
六
頁
は
、

　
た
と
え
ば
、

表
現
と
は
、

（
4
5
）

（
4
6
）

　
二
〇
条
一
項
六
号
の
事
由
が
主
張
さ
れ
、

　
八
頁
．

パ　　ハ　　パ　　パ　　パ
51　50　49　48　47
）　　）　　）　　）　　）

小
林
・
前
掲
論
文
一
二
頁
、
貝
瀬
・
前
掲
一
一
二
頁
。

小
林
・
前
掲
論
文
二
二
頁
．

三
ケ
月
・
民
事
執
行
法
八
五
頁
、
田
中
・
新
民
事
執
行
法
の
解
説
〈
増
補
改
訂
版
〉
六
三
頁

浦
野
・
条
解
民
事
執
行
法
一
〇
六
頁
は
、
明
ら
か
に
外
国
仲
裁
判
断
も
債
務
名
義
と
す
る
。

小
山
・
前
掲
二
六
七
頁
は
、
内
国
仲
裁
判
断
の
執
行
に
関
す
る
法
規
定
の
意
味
の
な
か
に
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
．
」
と
い
う
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
同
書
二
二
七
頁
は
、
内
国
仲
裁
判
断
執
行
法
の
「
類
推
適
用
」
と
言
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
三
ケ
月
・
前

　
　
　
　
さ
ら
に
微
妙
で
、
条
約
が
、
国
内
規
定
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
結
果
、
執
行
も
こ
の
条
約
に
よ
り
な
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

　
　
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
で
は
、
承
認
は
条
約
に
よ
る
と
し
て
も
、
そ
の
執
行
は
各
国
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
適
切
な

　
　
　
思
え
な
い
。

小
山
・
前
掲
二
二
七
頁
。

上
告
理
由
と
し
て
再
審
事
由
が
主
張
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
条
件
は
必
要
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
上
告
理
由
と
し
て
、
民
訴
法
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
項
後
段
の
要
件
が
具
備
さ
れ
た
場
合
の
、
上
告
審
の
と
る
べ
き
措
置
」
法
学
研
究
五
二
巻
九
号
一
〇
七

　
な
い

（
5
2
）

　
に
は
、

な
じ
ま
な
い
考
え
か
た
と
も
い
わ
れ
て
お
り

（
5
3
）

三
ケ
月
・
民
事
訴
訟
法
四
四
四
頁
は
、
同
様
の
規
定
を
持
つ
、
裁
判
上
の
和
解
の
既
判
力
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
．

田
中
「
商
事
仲
裁
制
度
の
概
観
」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
三
号
二
三
頁
．

中
田
・
前
掲
（
4
8
）
論
文
二
四
頁
。

中
田
・
前
掲
（
法
理
）
三
九
九
頁
以
下
。

実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
い
ず
れ
の
仲
裁
法
に
よ
っ
て
も
、
常
設
仲
裁
機
関
の
規
則
に
よ
っ
て
も
、
明
瞭
で
は

．
唯
一
、
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
一
四
六
五
条
は
、
中
断
の
規
定
を
準
用
す
る
．

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
仲
裁
の
付
託
行
為
は
、
訴
権
の
放
棄
を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
訴
権
を
放
棄
し
な
い
他
人
に
そ
の
結
果
が
及
ぶ
こ
と

　
耐
え
難
い
困
難
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
点
は
、
仲
裁
の
性
質
論
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
契
約
説
」
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
十
分
な
検
討
を
要
す
る
。
中
田
・
前
掲
（
法
理
）
四
〇
七
頁
。

小
山
・
前
掲
二
五
頁
。
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（
54
）
N
ら
●
9
㈱
一
〇
ω
P
仏
・
新
民
事
訴
訟
法
一
四
七
七
条
二
項
．

（
5
5
）
連
邦
仲
裁
規
則
一
三
条
は
、
執
行
の
た
め
に
「
登
録
」
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
が
、
同
九
条
に
は
、
そ
の
「
登
録
」
ま
で
の
期
問
は
、
仲
裁
判

断
後
一
年
（
外
国
仲
裁
判
断
に
関
し
て
は
、
二
〇
七
条
に
よ
り
、
三
年
）
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
効
力
発
生
の
要
件
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
5
6
）
　
勿
論
、
登
記
の
移
転
を
求
め
る
場
合
は
、
確
認
で
は
な
く
給
付
の
判
断
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
最
判
・
昭
五
四
・
一
・
二
五
民
集
三
三
巻
一
号
一
頁
）
。

（
5
7
）
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
で
、
承
認
拒
否
要
件
を
定
め
る
五
条
は
、
一
項
で
当
事
者
能
力
が
な
か
っ
た
こ
と
、
仲
裁
契
約
の
有
効
で
な
か
っ
た
こ
と
、

　
（
判
断
が
不
利
益
に
援
用
さ
れ
る
当
事
者
に
）
防
御
の
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
、
仲
裁
付
託
を
越
え
る
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
．
仲
裁
機
関
の
構
成
・

手
続
が
合
意
に
反
し
て
い
た
こ
と
、
判
断
が
取
消
な
い
し
は
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
挙
証
責
任
を
、
執
行
債
務
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
を

明
示
す
る
と
と
も
に
、
二
項
で
紛
争
が
執
行
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
仲
裁
に
な
じ
ま
な
い
と
き
と
、
公
序
に
反
す
る
と
き
と
を
、
職
権
調
査
事
項
と
す
る
。

（
5
8
）
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
五
条
二
項
が
、
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
解
決
す
る
の
は
、
主
張
責
任
の
問
題
で
あ
っ

て
、
真
偽
不
明
の
場
合
に
、
い
ず
れ
と
取
扱
う
べ
き
か
と
い
う
、
本
来
の
意
味
で
の
挙
証
責
任
（
い
わ
ゆ
る
客
観
的
挙
証
責
任
）
の
問
題
は
、
依
然

と
し
て
残
り
、
論
理
的
に
は
、
本
文
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
．

（
5
9
）
　
仲
裁
契
約
の
準
拠
法
如
何
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
民
事
訴
訟
法
の
直
接
適
用
の
結
果
、
我
国
の
実
質
法
が
、
直
接
適
用
さ
れ
る
と
も
限
ら

　
な
い
。

（
6
0
）
小
林
「
判
例
評
論
」
三
〇
一
号
四
九
頁
注
（
2
0
）
。

（
6
1
）
拙
稿
・
前
掲
・
法
学
研
究
五
九
巻
一
〇
号
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
6
2
）
　
判
決
理
由
に
関
す
る
点
で
、
伊
東
・
民
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
一
五
五
頁
。

（
6
3
）
　
そ
れ
な
ら
ば
、
判
決
も
仲
裁
判
断
も
と
も
に
理
由
を
排
除
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
仲
裁
の
場
合
と
異
な
り
、
判
決
の
場
合
に
は
、

当
事
者
の
説
得
に
加
え
、
第
三
者
を
も
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
判
決
理
由
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
東
・
民
事
訴
訟
法
の

基
礎
理
論
一
五
六
頁
以
下
参
照
．

（
64
）
　
も
と
も
と
．
執
行
判
決
手
続
が
承
認
手
続
を
も
兼
ね
る
通
説
の
立
場
で
は
、
承
認
以
前
に
、
取
消
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
．
こ
の
点
を
論
じ
る

　
こ
と
自
体
が
、
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
6
5
）
　
三
ケ
月
・
前
掲
（
4
2
）
八
五
頁
。

（
6
6
）
　
母
法
で
あ
る
N
ら
。
ρ
費
O
島
は
、
執
行
許
容
宣
言
を
、
決
定
の
方
式
で
下
し
、
取
消
事
由
の
主
張
が
あ
っ
た
と
き
だ
け
、
口
頭
弁
論
を
開
い

　
て
、
裁
判
を
す
る
。
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〔
付
記
〕
本
稿
の
脱
稿
後
、
従
来
の
判
例
の
立
場
と
は
異
な
っ
た
判
決
（
名
古
屋
地
裁
一
宮
支
部
昭
和
六
二
年
二
月
二
六
日
判
決
・
判
時
一
二
三
二
号

一
三
八
頁
）
に
触
れ
た
。
こ
の
判
決
に
関
し
て
は
．
拙
稿
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
〇
一
号
一
一
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

62


